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《参考１８：ガスシステム改革小委員会資料》	
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ガス安全小委員会	 議事録（主婦連大河内委員発言） 
○これまでに自由化した消費者は約一万件ですが、今回は家庭需要家を中心として約二千万以上以上が自由化される議論がされていま

す。全ての家庭に影響のあるガス保安を議論する委 員会に、参加する重責を感じています。  家庭需要家は、ガス保安について以下の
不安点が あります。「・ガス保安は、製造所―道路―敷地―建物―消費機器まで危険なガスが、地下や床下や壁中など目に見えないガ
ス管を通して流れていること。」「 ・日本は地震国です。3 月 12 日にニューヨークのガス事故でマンションが倒壊し、ビル所有者やガ
ス供給会社が訴えられたとの報道もあり、地震時も含めガス漏れや不完全燃焼中毒などガス災害は広範囲に大きな影響を及ぼす事故が

皆無ではないこと。」「・自由化対象が、これまで以上に人家が密集し高層化する地域まで広がりマンションや点在する空家の存在など

から、保安責任の所在が複雑化する懸念があること。」 
 	 自由化で競争が起きても、ガスは安いから大量に使用するとは考え難く、また都市ガスの場合は、家庭需要家はガス管のある地域に
限られるので件数拡大も見込めません。そうなると家庭需要家を新ガス小売事業者が奪い合う構図になります。営業では競争し保安は

分担でというのは難しいと思います。保安知識のない家庭の保安が、新ガス小売事業者間で競争の対象となり、保安が様々な事業者に

よるコストダウン競争につながり保安水準が低下しないように、ガス保安の維持・向上をさせて安全高度化目標を達成するべきだと思

います。  
○緊急時には敷地内配管の図面や過去の保安点検記録を持っていることが必要です。家の中まで立ち入るので、道路から器具の範囲、

緊急と点検を分割せず、今まで通り信頼できる地元で顔の見える新ガス導管事業者が一括して保安責任を担うべきだと思います。 
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《参考１９：規制改革推進会議投資等ＷＧ資料》	

 

 

 


